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釧路市中小企業・小規模事業者活性化補助金（一般型）交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、アフターコロナを見据えた売上アップや人材確保などに積極的に取り

組む中小企業・小規模事業者に対し、予算の範囲内において補助する釧路市中小企業・小

規模事業者活性化補助金（一般型）（以下「補助金」という。）に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

（1）「中小企業」とは、次のものをいう。 

   ア 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号に定めるもの 

   イ 中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第２条第１項第６号～第８号に定

める法人又は法人税法（昭和44年法律第46号）別表第二に該当する法人（一般財団

法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象とする。

）、水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）に基づき設立された漁業協同組合又

は水産加工業協同組合、農業協同組合法（昭和22年法律第132号）に基づき設立さ

れた農事組合法人、特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）に基づく特定非

営利活動法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人（

従業員数が300人以下である者に限る。）  

（2）「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関す 

る法律（平成５年法律第51号）第２条第１項各号に定めるものをいう。 

 （目的） 

第３条 この事業は、釧路市内の中小企業または小規模事業者が行う、アフターコロナを見

据えた新製品・新サービス開発、販売促進、店舗改修、人材確保、設備投資に関する事業

に対し、その必要となる経費の一部を補助することにより、中小企業または小規模事業者

の事業継続、拡大を図ることを目的とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。 

（1）新製品・新サービス開発 

    マーケティング調査、試作品開発やコンサルティング、成分分析等の委託など、新 

しい製品やサービスの開発に取り組むために必要な事業等 

（2）販売促進 

  新たな販売方法の導入や、新たな販路を開拓するために取り組む販売促進活動など 

を行う事業等 

（3）店舗改修 

    集客力向上に必要となる店舗の改修や、工事を伴う店舗建具等を設置する事業等 
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（4）人材確保 

人材確保を目的とした事業所の環境整備やＷｅｂページを構築する事業等 

（5）設備投資 

生産能力の拡大や新商品・新サービス提供を目的とした機械装置（有形固定資産）な

どを新たに導入する事業等 

２ 前項に掲げる事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 

（1）本補助金事業に国や道などの他の補助金を充当していないこと。 

（2）事業計画の内容は以下に掲げる事業には該当していないこと。 

ア 本要綱にそぐわない事 

イ 公序良俗に反する事業 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律122号）第２

条第１項第４号に定める事業、また、同条第５項及び同条第13項第２号により定

める事業 

（対象事業者） 

第５条 補助の対象となる事業者は、釧路市内に主たる事業所を有する中小企業または小規

模事業者であり、かつ令和４年度釧路市中小企業・小規模事業者活性化補助金を受領して

いない者とする。ただし、みなし大企業は対象とならない。 

２ 第１項に掲げる対象者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 

（1）釧路市暴力団排除条例（平成24年釧路市条例第33号）第２条第１号に規定する暴力団

若しくは同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係事業者

（以下「暴力団等」という。）でないこと。 

（2）確定申告を行っていること。 

（3）市税の滞納がないこと。 

（4）創業して１年に満たない場合は、市の制度融資を活用していること、もしくは釧路商

工会議所が実施する「くしろ地域創業スクール」を修了していること。 

（補助対象経費） 

第６条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものであって、第９条に定める補助対

象期間内に支出するものに限る。なお、本補助事業の実施に際しては、市内事業者に発注

すること。 

（1）外注費（工事費含む。） 

（2）通信運搬費 

（3）使用料及び賃借料 

（4）備品購入費 

（5）機械装置費 

（6）負担金（展示会出展料を含む。） 

（補助対象外経費） 
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第７条 次に掲げる経費等は、補助対象としないものとする。 

（1）対象事業者が課税事業者のうち一般事業者である場合の補助対象経費に係る消費税

及び地方消費税 

（2）前号以外の補助対象外経費については、別に定める。 

（補助金額等） 

第８条 補助金の額は、補助対象経費に、別表１に掲げる補助率を乗じて得た額であって、

各区分に応じて、同表に定める額を上限とする。なお、千円未満の端数は切り捨てるもの

とする。  

（補助対象期間） 

第９条 補助の期間は、第10条第１項で定める申請を行った日から令和６年２月15日までと

する。 

（申請） 

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに、次に掲げる関係書類を

添付して申請するものとする。 

（1）釧路市中小企業・小規模事業者活性化補助金（一般型）申請書兼事業計画書（様式

第１号） 

（2）履歴事項全部証明書、又は開業届の写し 

（3）直近の決算書、又は確定申告書及び法人事業概況説明書の写し 

（4）市税の完納証明書（補助申請時点で最新のもの） 

（5）見積書（原則、釧路市内の事業者からの見積書であること）の写し 

（6）創業して１年に満たない者で、釧路商工会議所が実施する「くしろ地域創業スクー

ル」を受講した者においては、その修了証書の写し 

２ オンライン申請する場合は、前項第１号の提出をオンライン上の入力をもって代える

ことができる。なお、オンライン申請の場合は前項第２号ないし第６号に掲げる書類はオ

ンライン上で提出するものとする。 

３ 補助金の交付を受けようとする者は、同一申請期間内において、複数の申請をすること

はできない。また、既に補助金の交付を受けた者、または補助金を受給した者は申請するこ

とができない。 

（審査及び決定） 

第11条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認

めたときは速やかに交付決定を行い、釧路市中小企業・小規模事業者活性化補助金（一般

型）交付決定書(様式第３号)により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査に当たり、申請者に対し、申請内容の確認に要する報告を求め、又

は現地を調査することができる。 

３ 補助金の交付申請後、令和５年度の消費税及び地方消費税の確定申告において、補助事

業者が免税事業者または簡易課税制度適用者から一般事業者となった場合は、速やかに
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市長に報告するとともに、補助対象経費に含む消費税及び地方消費税に補助率を乗じて

得た額を返還しなければならない。なお、千円未満の端数は切り捨てるものとする。 

（申請内容の変更等） 

第12条 申請者は、補助金交付決定を受けた後に申請内容に変更、中止及び取下げが生じた

ときは、直ちに釧路市中小企業・小規模事業者活性化補助金（一般型）交付（変更・中止

・取下げ）承認申請書（様式第４号）を市長へ提出しなければならない。ただし、目的の

達成及び事業の遂行に支障がないと認められる場合（交付決定額の減少率が20パーセン

ト未満の変更の場合に限る。）に限り、市長の承認を不要とする。 

２ 市長は、前項の規定による承認申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたとき

は、釧路市中小企業・小規模事業者活性化補助金補助金（一般型）交付（変更・中止・取

下げ）承認書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（財産の管理及び処分の制限） 

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産

等」という。)については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し

、かつ、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のもの(以下「処分制限財産

」という。)について取得財産管理台帳(様式第６号)を作成し、保管状況を明らかにしな

ければならない。 

３ 補助事業者は、処分制限財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和

40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでの期間において、本補助金の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは

、釧路市中小企業・小規模事業者活性化補助金（一般型）取得財産の処分承認申請書(様

式第７号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

４ 前項の規定により、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるとき

は、市長は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。 

（帳簿及び書類の備付け等） 

第14条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業に要した経費

とそれ以外の経費を区別することができるようこれを整理し、補助事業の完了日の属す

る会計年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の実施期間及び前項に定める期間において、市長が必要と認め

たときは、書類の全部又は一部の写しを提出し、事業実施の効果について報告するととも

に、現地調査に応じなければならない。 

（補助の交付決定の取消し等） 

第15条 市長は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、第11条第１項の交付決定全部又

は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 
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(2) 補助事業に関して、不正に他の補助金等を重複して受領したとき。 

(3) 補助事業者が、補助事業の実施における購入、賃貸借、雇用、その他の契約に当た

り、その相手方が暴力団等であることを知りながら、契約を締結したと認められると

き。 

(4) 前号を除く補助事業の実施における購入、賃貸借、購入、その他の契約について、

その相手方が暴力団等であることが判明し、市長が当該契約の解除を求めたにも関

わらずこれに従わないとき。暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者として別記１に

掲げるもののいずれかであることが分かったとき。 

(5) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。 

２ 補助事業者は、前項による補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の

受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合にお

けるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合

で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。 

（補助実績報告） 

第16条 補助対象者は、補助対象事業が完了し、補助対象経費の支払いを終えたときは、事

業完了後30日以内又は当該年度の２月29日のいずれか早い日までに釧路市中小企業・小

規模事業者活性化補助金（一般型）事業完了報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添

えて市長へ提出しなければならない。 

  (1) 事業決算書（様式第９号） 

  (2) 領収書等支出したことを証明する書類 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ オンラインで実績報告する場合は、事業完了報告書の提出をオンライン上の入力をも

って代えることができる。なお、オンラインでの実績報告の場合は前項各号に掲げる書類

はオンライン上で提出するものとする。 

３ 市長は、前項の実績報告を受けたときは、その内容を確認しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第17条 市長は、前条の規定による事業完了報告書の提出があった場合で、報告書の審査及

び必要に応じて行う実地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合

すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し釧路市中小企業・小規模事業者活性化

補助金（一般型）金額確定通知書（様式第10号）により補助事業者に通知するものとする

。 

２ 補助事業者は、第１項の確定通知書を受領後、速やかに別に指定する請求書を市長に提

出しなければならない。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月28日から施行する。 
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別表１（第８条関係） 

補助率 補助金額 

３分の２ 上限30万円 

 


